
強制配転を許さないぞ！強制配転を許さないぞ！

中山裁判始まる
２００８年１１月１９日、中山裁判第１回口頭弁

論が名古屋地方裁判所において行われました。

会社からの一方的な乗務外

し、いわれなき日勤教育の末

に事業管理所への強制配転を

されたＪＲ東海労名古屋地本

執行委員である中山喜弘君は

法廷の場で堂々と意見陳述を

行いました。

意見陳述要旨

運転士として２２年余り、

名古屋地方裁判所にて運転無事故で乗務してきた

誇りと何よりも安全に対する真摯な取り組みを一切否定した会社を断じて許さ

ない。会社は、ＪＲ東海労を一貫して敵視している。私を職場から放逐するこ

とによって労働組合組織の弱体化を狙った、不当労働行為であり裁判所の公正

な判断を求めます。

裁判闘争勝利に向け一丸となって闘うぞ！
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